
令和６年度　群馬県中学校体育連盟（水泳）部　競技細則

・大会参加を認める条件
・大会参加した場合に守る条件
・大会参加を認めない場合

・指導者 必要

・審判 （必要）

 ※この細則は，スポーツ庁，日本中体連，群馬県中体連および競技団体より通達等があった際に，通達内容に合わせ加筆・修正・変更・見直しを行い，都度情宣する。

代表者・指導者は，水泳指導員の資格を取得していること

１.参加条件について

・（公財）日本中学校体育連盟『令和５年度全国中学校体育大会 地域クラブ活動の参加の特例 競技部
細則』に準じる。
・群馬県中学校体育連盟が示した『大会参加の特例』を遵守していること。

2・必要な資格について

3・その他

・大会参加時には，各参加団体から１名以上の競技役員をつけること。

・参加する全ての大会において，中体連水泳専門部の規則，運営方針を尊重し，指示に従うこと。

・その他については，日本中体連水泳競技部の細則に準拠する。

競技役員資格を取得していることが望ましい

・どこからの大会参加になるか
地区（郡市）大会

      (県大会・地区大会・郡市大会)


